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令和８年度富山県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修 

実施要領 

 

１ 目的 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ

円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知識、技能を有するサービス

管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を目的とします。 

 

２ 実施主体 富山県 

 

３  日程及び会場  

令和８年度富山県サービス管理責任者等基礎研修は、２回（Ａ日程、Ｂ日程）に分けて開

催します。それぞれ内容は同じですので、いずれかの日程を１回受講してください。 

なおＡ日程、Ｂ日程いずれも同期間に募集します。日程の希望はお伺いしますが、最終的

な受講日程は県で決定し、お知らせします。 

※講義部分は e ラーニングでの動画配信とします。視聴期間中に自宅又は事業所等で各自視聴し

てください。 

 

４ 研修内容 

 ※別紙カリキュラムのとおり。カリキュラムは現時点の予定であり、今後変更する場合があ

りますので、予めご了承ください。 

  ※受講決定者には、事前課題があります。課題は、ホームページに掲載することとし、受講

決定時に掲載予定時期及び提出期限についてご案内します。 

   

５ 研修受講対象者 

（１） 受 講 者 数 １５０名程度（各回 ７５名程度） 

 （２）受講対象者  

 募集期間 研修日程 会 場 

Ａ日程 

令和８年６月 24日（水）～

令和８年７月 23日（木） 

【講義視聴期間】 

令和８年８月７日（金）～ 

10月５日（月） 

【演習】 

令和８年 10月６日（火） 

10月７日（水） サンフォルテ ホール 

（富山市湊入船町 6-7） 

Ｂ日程 

【講義視聴期間】 

令和８年９月 17日（木）～ 

11月 18日（水） 

【演習】 

令和８年 11月 19日（木） 

11月 20日（金） 
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※他都道府県に所在する事業所（開所予定含む）からの申込みは、受け付けません。 

①富山県内の次のＡ～Ｃの事業所において、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者と

して従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実

務経験を有するもの。 

業 務 内 容 
基礎研修受講における 

実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務（社会福祉主事

任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。） 
３年 

国家資格等による業務に通算３年以上（児童発達支援管理責任者は通算５

年以上）従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務（国家

資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 

※実務経験要件の業務内容の詳細については、サービス管理責任者は別紙１－１、児童発達支

援管理責任者は別紙１－２を参照のこと（基礎研修は実務経験要件を満たす２年前から受講

可）。 

A 指定障害福祉サービス事業所、指定障害児支援事業所 

下記の障害福祉サービス事業及び障害児支援事業を実施する（又は実施する予定の）指定

障害福祉サービス事業者等において、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者とし

て従事する方（又は従事する予定の方）。 

   [サービス管理責任者の配置が必須の事業] 

生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助 

[児童発達支援管理責任者の配置が必須の事業] 

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、 

居宅訪問型児童発達支援、児童発達支援センター、障害児入所支援（福祉型・医療型） 

 

 

B 共生型として指定を受けた「障害福祉サービス事業所」「障害児通所支援事業所」 

 「サービス管理責任者等配置加算」を算定する場合及び「共生型サービス体制強化加算」

の算定要件として児童発達支援管理責任者を配置する場合（要届出）。 
 
[サービス管理責任者] 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練） 

[児童発達支援管理責任者] 児童発達支援、放課後等デイサービス 

 

C 介護保険法に基づく「指定小規模多機能型居宅介護事業所」「指定通所介護事業所」 

下記の基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援を実施する（又は実施する予定

の）事業所において、個別支援計画の策定を行う方（又は行う予定の方）。 

 

 

基準該当障害福祉サービス：生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練） 

基準該当通所支援：児童発達支援、放課後等デイサービス 
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   ※基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援を実施する際は、サービス管理責任者又は

児童発達支援管理責任者の配置は必須ではありませんが、本研修の修了者が個別支援計画を

作成することが望ましいとされています。 

②相談支援従事者初任者研修（講義部分）を修了された方又は基礎研修受講前に修了予定の方。 

（修了予定の方は基礎研修演習前日までに修了が確認できない場合は受講できません） 

 

６ 受講の申込み 

（１） 代表者による推薦について 

申込みに当たっては、事業者（法人）代表者による推薦を受けてください。 

（２）申込み方法（申込みフォームと必要書類） 

下記ＵＲＬより申込みフォームへアクセスし、申し込んでください。 

 ・申込みフォームＵＲＬ：https://form.run/@sabikan2026-kiso  

・様式（推薦・経歴書）は富山県ホームページよりダウンロードし、申請時に申込みフ

ォームへアップロードしてください（提出必須）。 

富山県ホームページＵＲＬ： 

https://www.pref.toyama.jp/1209/kurashi/kenkou/shougaisha/jigyousha/sabikan

kenshu/sabikankisokenshu8.html 

  ※申込みにあたり資格証や実務経験証明書、研修修了証の提出は不要としているため

様式（推薦・経歴書）には正確な内容を記載してください。 

   

（３）申込期日 ： 【Ａ日程、Ｂ日程】いずれも令和８年７月 23日（木） 

      ※申込みフォームから申請してください。電話、ＦＡＸ、メール、郵送は不可とします。 

（４）申込みにあたっての注意事項（ご一読ください） 

   ・申込みフォームの送信前には申込み内容に誤りがないか必ず確認してください。 

   ・内容や添付ファイルを訂正したい場合には、（５）に記載の連絡先へ電話してください。

申込みフォームを再送しないでください（申込み内容が重複すると精査に時間がかかり、

受講決定に時間を要してしまうため）。 

   ・申込みが完了した場合、自動返信メールが届きます。自動返信メールが届いているか必

ずご確認ください。 

   ・期日を過ぎてからの申込みは受け付けません。 

（５）受講申込受付業務委託先：株式会社ジェック経営コンサルタント 

入力フォームの操作方法や内容の訂正については、委託先である株式会社ジェック経営

コンサルタント第４事業部へお問い合わせください。 TEL 076-444-0035（代表） 

 

７ 受講者の決定 

  下記の時期に、受講の可否をメールにより通知予定です。（電話等によるお問い合 

わせはご遠慮ください。なお、受講決定通知は書面では送付いたしません。） 

【Ａ日程、Ｂ日程】いずれも令和８年８月中旬 
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  〇選考基準 

受講希望者が定員を上回った場合等は、以下に該当する者を優先して受講決定します。 

・基礎研修修了後、一定の実務経験を経た後に実践研修を受講する予定がある者であって、

実践研修修了後の１年以内にサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置

される予定の者 

・既に１人目のサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者が配置されている事業所等

において、２人目のサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置予定があ

る者 

上記以外で優先して受講決定する必要がある場合は、申込みの際に備考欄にその理由を記

載してください。なお、記載いただいた場合に必ず受講できるという訳ではありませんの

で、予めご了承ください。 

上記のほか法人からの優先順位を勘案のうえ、受講決定します。 

 

８ 受講料 

  １人 6,000円 

※納付方法は、後日、受講決定者にお知らせします。（納付後の返金はできません） 

 

９ 修了証書 

  本研修の全日程を修了した方に対し、修了証を交付します。 

  なお、修了証の再発行は行いませんので、紛失しないよう留意してください。 

 

10 留意事項 

  ・受講者は、研修受講の目的、意義等十分に確認した上で参加をお願いします。 

  ・研修当日は、発熱や風邪症状等体調不良が疑われる場合は受講をお控えください。 

・遅刻、早退、退出の著しい方や、受講態度が著しく不良の場合（私語、居眠り、携帯電話

の使用等）は、研修参加・修了と認めない場合がありますので、ご留意願います。この場合、

次回以降の研修において再度全日程受講していただく必要があります。 

  ・事前課題の提出がない場合、研修の受講を認めませんので、必ず提出してください。 

  ・サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置されるためには、基礎研修修

了後、一定の実務経験を経た後に実践研修を受講し、修了する必要があります。（別添「サー

ビス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件」参照） 

 

※ 研修申込みにおいて記載された個人情報は、本研修実施に関する目的にのみ使用します。 

※ 駐車場に限りがありますので、可能な限り公共交通機関を利用してください。 
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11 問い合わせ先 

 （１）研修の制度等について 

   富山県厚生部障害福祉課     吉波   TEL：076-444-3212（直通） 

   富山県厚生部健康対策室健康課  森本   TEL：076-444-3223（直通） 

 

  （２）入力フォームの操作方法等について【受講申込受付業務委託先】 

   株式会社ジェック経営コンサルタント第４事業部 TEL 076-444-0035（代表） 

 


